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法人会の税制改正に関する提言の主な実現事項 

 

 平成２８年度税制改正では、現下の経済情勢等を踏まえ、経済の好循環を確実なも

のとする観点から成長志向の法人税改革等が行われるとともに、消費税率引上げに伴

う低所得者への配慮として消費税の軽減税率制度が導入されることとなりました。ま

た、あわせて少子化対策や地方創生を推進するための税制措置等が講じられました。 

法人会では、昨年９月に「平成２８年度税制改正に関する提言」を取りまとめ、そ

の後、政府・政党・地方自治体等に提言活動を積極的に行ってまいりました。今回の

改正では、法人実効税率の引き下げなど法人会の提言事項の一部が盛り込まれ、以下

のとおり実現する運びとなりました。 

 

[法人課税] 

１．法人実効税率２０％台の早期実現 

法人会提言 改正の概要 

・我が国の立地条件や国際競争力強

化などの観点から、早期に欧州、

アジア主要国並みの２０％台の法

人実効税率を実現する。 

 

 

 

法人税率（現行 23.9％）が、平成 28 年

度に 23.4％、平成 30 年度に 23.2%に引き

下げられます。また、法人事業税の税率が

引き下げられ、外形標準課税が拡大されま

した。これにより、法人実効税率（現行

32.11%）は平成 28 年度に 29.97%、平成 30

年度に 29.74%に引き下げられます。 

 

２．少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例 

法人会提言 改正の概要 

・少額減価償却資産の取得価額の損

金算入の特例措置の適用期限が平

成２８年３月末までとなっている

ことから、直ちに本則化すること

が困難な場合は、適用期限を延長

する。 

中小企業者等の少額減価償却資産の取

得価額の損金算入の特例について、対象と

なる法人から常時使用する従業員の数が

1,000 人を超える法人を除外した上で、そ

の適用期限が２年延長されました。 

 

３．交際費課税の適用期限延長 

法人会提言 改正の概要 

・平成２６年度税制改正において拡

充された交際費課税の特例措置に

ついては、適用期限が平成２８年

３月末までとなっていることか

ら、その延長を求める。 

接待飲食費に係る損金算入の特例及び

中小法人に係る損金算入の特例の適用期

限が２年延長されました。 
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４．経済活性化と中小企業対策 

法人会提言 改正の概要 

・中小企業にはアベノミクス効果が

十分に届いていないという現実も

十分に認識する必要がある。地域

経済と雇用を担う中小企業の力強

い成長がなければ、日本経済の真

の再生は望めず、税制面からもさ

らなる対応が必要である。 

・償却資産に対する固定資産税につ

いては、将来的には廃止も検討す

べきである。 

地域の中小企業による設備投資の促進 

を図るため、中小企業者等が、新規取得し

た生産性向上に資する一定の機械及び装

置を取得した場合、当該機械及び装置に係

る固定資産税について、課税標準を最初の

３年間は価格の２分の１とする措置が講

じられました。 

 

５．地方のあり方 

法人会提言 改正の概要 

・地方創生では、さらなる税制上の

施策による本社機能移転の促進、

地元の特性に根差した技術の活

用、地元大学との連携などによる

技術集積づくりや人材育成等、実

効性のある改革を大胆に行う必要

がある。 

地方拠点強化税制が拡充され、雇用者の

数が増加した場合の税額控除制度（雇用促

進税制）について、一定の調整措置を講じ

た上で所得拡大促進税制と重複して適用

できるようになりました。 

 

[復興支援のための税制上の措置] 

１．震災復興 

法人会提言 改正の概要 

・被災地における企業の定着、雇用

確保を図る観点などから、実効性

のある措置を講じるよう求める。 

復興特区の税制について、一定の見直し

を行いつつ、適用期限が５年延長されまし

た。その際、被災地の実情等を踏まえ、要

件の一部が緩和されます。 

 


